
【申込日　令和 年 月 日 】

鬼まちペイ発行事業実行委員会　会長　様

１．事業者情報

✔ 　

円 □□ 年 □ 月 日

□□ 年 □ 月 日

２．店舗情報（※事業者情報と同一の箇所は省略可能）

✔ 店舗・宅配 屋台・機内・社内・移動販売 通信販売

３．取引代金振込先口座

△ △ △ △ 　

× × ×

（表面）

鬼まちペイ登録店舗承認申請書兼誓約書

申込者区分
※いずれかにチェック

 法人  個人事業主 法人番号※法人のみ △△△△△△△△△△△△△

フリガナ カブシキガイシャ　オニマチショウジ

事業者名 株式会社　鬼まち商事
〒　059　－　××××

登別市幌別町□丁目〇〇番地

代表電話番号 ０１４３－△△－△△△△ 代表FAX番号 ０１４３－××－××××

HP　URL https://www.onimachi.net

資本金
※法人のみ 100,000

設立（開業）
年月日 平成 □□

フリガナ ダイヒョウトリシマリヤク　ノボリベツ　タロウ 〒　059　－　××××
代表者役職・氏名 代表取締役　　登別　太郎 登別市中央町□丁目〇〇番地

代表者電話番号 ０１４３－△△－△△△△ 代表者生年月日 昭和 □□
フリガナ 　　　　　　　　　　　　　ホロベツ　ハナコ

担当者氏名 　　　　　　　　　　　幌別　花子

担当者メールアドレス onimachi＠noboribetsu.co.jp

（フリガナ） オニマチストア
店舗名・屋号 鬼まちストア

〒　059　－　××××

登別市幌別町□丁目〇〇番地
（フリガナ） オニムラ　タロウ

担当者氏名 鬼村　太郎
チラシ掲載用
電話番号 ０１４３－××－×××× メールアドレス onimachistore＠noboribetsu.co.jp

本社・本店
所在地

※いずれかにチェック
✔ 登別市内

※赤鬼ペイ・青鬼ペイ両方使用可能 　 登別市外
※赤鬼ペイのみ使用可能

営業時間 １０：００　～　２１：００ 定休日 火曜日

業種 スーパー 主な取扱商品 食料品
販売形態
(チェックは1つ)

その他（　　　　　　　　　　　　　）

金融機関名 〇〇〇銀行 金融機関ｺｰﾄﾞ 口座種別 普通 ✔ 当座

支店名 △△支店 支店ｺｰﾄﾞ 口座番号 1234567

（フリガナ） カ）オニマチシヨウジ

口座名義 株式会社　鬼まち商事

事業者住所

性
　

別
男 代表者住所

担当者電話番号 ０１４３－○○－○○○○

店舗住所

担当者電話番号 ０９０ー□□□□ー××××

記載例【法人用】

「★」箇所については、チラシ等に掲載する
情報となりますので、正確にご記入願います

※スターターキットの送付先になります

国税庁が指定した１３桁の番号をご記入ください

法人名（会社名）をご記入ください

本社の所在地をご記入ください

事業所（本社）の電話番号をご記入く
ださい

自社のウェブサイトがある場合、ご記入ください

和暦でご記入ください

この申請に関する担当者氏名を
ご記入ください

決済通知が送付されるメールアドレ
スとなります

登録する店舗名をご記入ください

登録する登別市内の店舗所在地をご記入ください
※記載された住所にスターターキットを送付します

登録店舗の担当者名をご
記入ください

登録店舗の担当者電話番号
をご入力ください

登録店舗のメールアドレスがある場合のみご入力ください
※決済通知の送付先となります

本社･本店の所在地を選択してください

申請書別紙の「業種一覧表」より、主な業種を
1つだけ選択し、記入してください

主な取扱商品やサービス等をご記入してください
該当するもの一つにチェックを入れてください

どちらか一つにチェックを入れてください

口座番号７桁をご記入ください

法人または店舗名義の口座のみ登録可能です

https://www.onimachi.net


４．確認事項（※該当するものがある場合はチェックしてください）

□ 当社（私）の事業は、特商法・前払いに該当する販売方法です。

　 当社(私)は直近5年間に特商法違反で措置を受け、又は、特商法若しくは消費者契約法に基づく取消権を行使され、敗訴したことがある。

　 　

５．誓約事項・同意事項

６．添付書類

７．その他

（裏面）

該当する場合 訪問販売を行っている。 特定継続的役務提供を行っている。 電話勧誘販売を行っている。

連鎖販売を行っている。 業務提供誘引販売を行っている。 前払い式取引の提供を行っている。

フランチャイジー店舗が存在する。 親会社、又は子会社が存在する。

✔ 貸出を希望する 　 貸出を希望しない 貸出希望台数 2 台

　 店舗にはWi-Fi環境があるため、
端末のデータ通信は不要である。 ✔ 店舗にはWi-Fi環境がないため、

データ通信できる端末が必要だ。

※応募多数の場合、抽選により貸出できない場合がございます。

登録店舗・加盟店の承諾 ✔ 鬼まちペイ登録店舗の申請と同時に、JPQR加盟店舗及びcommoneyに同時申込することに同意します。

紙券も使用可能な店舗として、登録する
※店舗営業中、常に決済等で使用するスマートフォンやタブレットが必要です

申込に関する誓約・同意

【誓約事項】※下記事項にすべて誓約すること。

登別市および株式会社コモニーが貴店の情報を代行してJPQR加盟店舗として登録することに同意します。

登別市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２６年条例第２２号）第２条第１号から第３号までに規定する者でないこと。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に
規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（平成１５年法律第８３号）第２条第２項に規定するイン
ターネット異性紹介事業を行う者でないこと。
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条第１項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと。
宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと。
鬼まちペイ登録店舗募集要項に定める事項を遵守する者であること。

【同意事項】※下記に全て同意し、チェックをつけてください。

登録店舗であることが分かりやすく伝わるよう、実行委員会から提供されたポスターを当該登録店舗に掲示すること。

鬼まちペイの使用を拒んではならないこと。ただし、赤鬼ペイのみを使用できる登録店舗に限っては、青鬼ペイの使用を拒まなければならない。

鬼まちペイの交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

鬼まちペイの偽造等により不正使用の疑いがあるときは、鬼まちペイの使用を拒否するとともに、速やかに実行委員会に報告すること。

鬼まちペイの使用を見込んで通常よりも高い価格を設定しないこと。

まちペイの使用に際し、消費者からの苦情や紛争が生じた場合、自ら解決に努めること。

鬼まちペイの取扱いに関し、実行委員会から改善要請等があった場合、当該要請に従うこと。

実行委員会が本事業に関して調査等を行うときは協力すること。

登録店舗の情報（店舗名・所在地・電話番号等）を実行委員会事務局（登別市）の広報紙や公式ウェブサイトのほか、その他広報等媒体へ掲
載することに同意すること。

１．口座情報の分かる通帳等の写し
　　　※表紙を１枚めくり、カタカナでの口座名義や口座番号が書かれているものを添付してください

１　実行委員会は、申請の内容に虚偽の事実があったとき又は鬼まちペイ発行事業登録店舗募集要項の規定に違反したときは、
 　　登録店舗の承認を取り消すことがあります。

２　実行委員会は、１の規定により登録店舗の承認を取り消した場合においては、既に換金された金額の全部又は一部の返還を求めることがあります。

スマートフォン
貸出希望

紙券使用可否 ✔

当社（または当店）は、「JPQRの申込に関する同意事項及び各決済事業者規約・契約条件等」に記載の各決済事業者が定める規約・条件に同
意の上、JPQRを利用した各サービスを申し込みます。 規約：https://jpqr.paymentsjapan.or.jp/application/

✔

✔

・該当する場合のみチェックを入れてください
・「該当する」と回答された場合は、下記の６つの中
で、該当するものすべてにチェックを入れてください

台数に限りがありますが、貸出の希望有無についてご回答ください。
 なお、店舗にWi-Fi環境がある場合、Wi-Fiに接続をしてご活用くださ
いますようご協力をお願いします。
 ※データ通信のできない端末にて貸出しを行います。

鬼まちペイ「デジタル券」・「紙券」のうち、「紙券」を使用できるよう
にするためには、「紙券」に掲載されている二次元コードを読み取るため
のスマートフォン等が常に店舗に必要となります。

誓約事項・同意事項の両方にチェックがなければ申請は無効となります
内容ご確認のうえ、必ずチェックを入れてください

「３．取引代金振込先口座」の口座情報を確認するため、申請書と一緒に、
通帳等のコピーを提出してください。


